
　あなた（利用者）に対する居宅介護支援の提供開始にあたり、事業者があなたに説明すべき

重要事項は次のとおりです。

1.  事業所の概要

株式会社ウェルケア新津　居宅介護支援事業所

指定事業者番号

新潟市秋葉区善道町１丁目１３番１７号

橋詰　美貴

土曜日、日曜日、祝日（振替休日を含む）、年末年始
（12月30日～1月3日）夏期休暇（8月13日～8月14日）を除く日

午前８時３０分から午後５時３０分まで

上記営業時間外の連絡先　０９０－９０８１－７２６４

新潟市　秋葉区、五泉市

2.  事業者の勤務体制

勤　務

形　態

専　任 1 2

兼　務 1 0

3.  提供するサービスの内容

①

② 具体的には、次にあげる業務を行います。

・ あなたのお宅を訪問し、あなたの心身の状態を適切な方法により調査します。

・ 調査した結果と、あなた自身やご家族の希望を踏まえ、あなたに介護サービスを適切に提供

するための計画（居宅サービス計画）をお作りします。

提供を行い、および利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設

への紹介その他の便宜の提供を行うサービスです。

これを担当するサービス事業者等を定めた居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画

に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の

非 常勤

員 数

または福祉サービスを適切に利用することができるよう、利用者の心身の状況、その置かれ

ている環境、利用者及びその家族の希望等を勘案し、利用するサービスの種類および内容、

職 種

介 護 支 援 専 門 員

計

3

1

居宅介護支援

（契約書別紙　兼　重要事項説明書）

「居宅介護支援」は、利用者が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス

24 時 間 連 絡 体 制

通常の事業の実施地域

営 業 日

平成１８年２月１日 １５７０１０５９５５

事 業 所 の 名 称

指 定 年 月 日

所 在 地

電 話 番 号

営 業 時 間

管 理 者０２５０－２５－３８９０

常 勤
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・  介護サービスの提供の状況や、あなたの心身の状態やご家族の環境について、居宅サービス

計画作成後も、継続的に把握・管理します。

・  わたしたちのみならず、介護サービスを提供する事業者についての相談・苦情の窓口となり

問題を解決します。

・  あなたの要介護（要支援）認定の申請についてお手伝いします。

・  あなたが介護保険施設に入所を希望される場合、その仲介を致します。

4. 業務取扱い方針

「居宅介護支援」の基本方針は、次のとおりです。

ア 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。

イ 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、

多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

ウ 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏す

ることのないよう、公正中立に行います。

エ 居宅介護支援の提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業

者、介護保険施設等との連携に努めます。

オ 居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介

護状態となることの予防に資するよう行うとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して

行います。

カ 居宅介護支援の提供に当たっては、自らその提供する居宅介護支援の質の評価を行い、常に

その改善を図ります。

キ 居宅介護支援の提供に当たっては、介護支援専門員１人の担当数は要介護者を３５人、要支

援者を８人までとします。

5.  担当の介護支援専門員

　あなたへのサービス提供を担当する介護支援専門員は、次のとおりです。ご不明な点やご要望

などがありましたら、何でもお申し出ください。

氏名：  連絡先（電話番号）０２５０－２５－３８９０

6.  ケアプランにおける利用状況についての報告（別紙）

　当事業所の前６か月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介
護、福祉用具貸与の利用状況は、毎年度２回別紙にて提示し、説明します。

前６か月間とは次の期間とします。

①   前期（３月１日～８月末日）

②   後期（９月１日～２月末日）
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7.  利用料金

① 利用者負担金

　あなたがサービスを利用した場合の利用料は次のとおりですが、原則としてその全額が介護

保険から給付されるため、利用者負担はありません。

・ 利用料（１か月につき）厚生労働大臣が定めた告示上の額

② 利用料金は、１か月ごとにまとめて請求いたしますので、次の方法によりお支払い願います

します。

い願います。

8. サービスの終了

　あなたの都合によりサービスの利用を終了する場合は、すみやかに次の連絡先（または５の

介護支援専門員の連絡先）までご連絡ください。

　 連絡先(電話番号)：０２５０－２５－３８９０ 管理者 または 担当介護支援専門員

9. 事故発生時等の対応

 サービスの提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族、居宅介護支援事業者、

市町村等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

10. 苦情相談窓口

① 当事業所が設置する苦情相談窓口は、次のとおりです。当事業所が提供したサービスに関する

苦情だけでなく、当事業所が作成した居宅サービス計画に位置付けたサービスに関する苦情

も、遠慮なくお申し出ください。

②  あなたが利用するサービスに関する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。

窓 口 設 置 場 所

サービス利用月の翌翌々月１０日に、ご利用様の口座より引き落と

サービスを利用された月の翌翌々月１０日までに、現金にてお支払

□ 口座引き落とし

□ 現金支払い

株式会社　ウェルケア新津

管理者　橋詰　美貴

０２５０－２５－３８９０

新潟県国民健康保険 団体連合会

五泉市　高齢福祉課 村松事務所

五泉市　高齢福祉課

新潟市　介護保険課

苦 情 受 付 機 関 連 絡 先 （ 電 話 番 号 ）

０２５０－４３－３９１１

０２５０－５８－７１８１

０２５－２８５－３０２２

担 当 者

０２５－２２６－１２７３

連絡先（電話番号）
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令和　　年　　月　　日
　　サービスの提供開始にあたり、上記のとおり説明しました。

新潟市秋葉区善道町１丁目１３番１７号　　  　

株式会社ウェルケア新津

代表取締役　杵鞭　功二

介護支援専門員

　事業者より上記の内容について説明を受け、同意しました。また、この文書が契約書の別紙
（一部）となることについても同意します。

ご住所

お名前

ご住所

お名前

ご住所

お名前

利 用 者

立 会 人

代 理 人

事 業 所

代表者職・氏名　

説明者職・氏名

所 在 地

事業者名
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